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総合特区（次世代自動車・スマートエネルギー 
特区）の早期指定と支援措置の充実 

〔内閣官房・経済産業省・国土交通省・環境省・警察庁〕 

【提案事項】 

１ 総合特別区域法案の成立後、速やかに総合特別区域基

本方針を策定するとともに、さいたま市が申請予定の

「次世代自動車・スマートエネルギー特区」について、

速やかに指定を行うこと 

２ 総合特区に関する規制について、特区指定後は速やか

に特例措置を講じるとともに、税制上、財政上、金融上

の支援措置についても、さらなる拡充を図ること。 

【背景】 
・運輸部門のＣＯ2排出量が約３割を占めるさいたま市では、地球温暖化

問題における運輸部門対策として電気自動車（ＥＶ）の普及が最も有効

な手段の１つと考え、平成２１年度からＥＶの普及を推進するためのプ

ロジェクトとして「Ｅ－ＫＩＺＵＮＡ Ｐｒｏｊｅｃｔ」を推進してき

たところ。 

・ 東日本大震災後の電力不足が懸念される中、エネルギーセキュリティ

ーの取組みが必要不可欠であるが、さいたま市が申請予定の「次世代

自動車・スマートエネルギー特区」は低炭素型社会の構築のみならず、

災害に強い「エネルギーグリッド」の構築を目指している。 

・ また、日本の基幹産業である自動車産業は、重層的かつ裾野が広く、

製造・販売・整備など多くの関連企業があり、多くの雇用にも繋がっ

ていることから、これからの自動車産業を担う次世代自動車の普及は、

東日本大震災により痛手を受けた日本経済の復興にも資するものと考

えられるところ。 
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１．特区の速やかな指定 

・さいたま市が申請予定の「次世代自動車・スマートエネルギー特区」

は低炭素型社会の構築のみならず、災害に強い「エネルギーグリッド」

の構築を目指すなど、東日本大震災後のエネルギー政策にも深く寄与

するものであるため、法案成立後は早期の特区指定を要望する。 

 

 
 
 
 

２．特区の支援措置の充実 

・「次世代自動車・スマートエネルギー特区」では、下記のような税制上、

財政上、金融上の支援措置を図られたい。 

- 中小企業における充電設備の設置促進を図るための低利融資 
- 常用家庭用蓄電池、停電対応型常用家庭用発電機・燃料電池の設置
補助 

- 常用業務用蓄電池、常用停電対応型業務用発電機・燃料電池の設置
に対する無利子又は低利融資 

- 業務用スマートメーター設置に対する無利子又は低利融資 
- 業務用施設への太陽光発電設備設置に対する無利子又は低利融資 
- ＥＶ充電設備設置に係る固定資産税の減免措置の復活 
- 水素・可燃性天然ガスの充填設備に係る固定資産税の減免措置の延
長（現行制度は平成２３年度まで） 

・ なお、さいたま市では、平成２３年度６月補正予算において、蓄電池

やコージェネレーションなど省エネに効果がある機器を設置する市

民への補助制度を創設した。 

・ また、発電機・燃料電池の使用、売電等に関する特例措置の創設やＥ

Ｖの専用ナンバー制度等の管理体系の創設、天然ガス・水素の充填施

設等に係る規制緩和等についても、速やかに対応されたい。 

 

 

 

 

 

〔担当：環境局環境共生部環境未来都市推進課長 千枝 直人       

℡０４８‐８２９‐１４５５〕 


